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令和４年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日） 

 

議事日程（第１号） 

                    令和４年９月７日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
２番 樋口伊久磨 

３番 武原由里子 

日程第２ 審議期間の決定 21日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 行政報告 市長 報告 

日程第５ 報告第11号 
令和３年度壱岐空港ターミナルビル株式会

社に係る経営状況の報告について 
総務部長 説明 

日程第６ 報告第12号 
令和３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部

に係る経営状況の報告について 
企画振興部長 説明 

日程第７ 報告第13号 
令和３年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興

公社に係る経営状況の報告について 
農林水産部長 説明 

日程第８ 報告第14号 
令和３年度一般財団法人壱岐市開発公社に

係る経営状況の報告について 
企画振興部長 説明 

日程第９ 報告第15号 
令和３年度一般社団法人壱岐市ふるさと商

社に係る経営状況の報告について 
企画振興部長 説明 

日程第10 告第16号 
令和３年度壱岐市財政健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について 
財政課長 説明 

日程第11 議案第38号 
壱岐市職員の定年等に関する条例の一部改

正について 
総務部長 説明 

日程第12 議案第39号 
地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 
総務部長 説明 

日程第13 議案第40号 
壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について 
総務部長 説明 

日程第14 議案第41号 

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

市民部長 説明 

日程第15 議案第42号 
令和４年度壱岐市一般会計補正予算（第

７号） 
財政課長 説明 

日程第16 議案第43号 
令和４年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第２号） 
保健環境部長 説明 

日程第17 議案第44号 
令和４年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号） 
保健環境部長 説明 
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日程第18 議案第45号 
令和４年度壱岐市下水道事業特別会計補正

予算（第１号） 
建設部長 説明 

日程第19 議案第46号 
令和４年度壱岐市三島航路事業特別会計補

正予算（第１号） 
総務部長 説明 

日程第20 議案第47号 
令和４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号） 
農林水産部長 説明 

日程第21 議案第48号 
令和４年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

２号） 
建設部長 説明 

日程第22 認定第１号 
令和３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認

定について 
財政課長 説明 

日程第23 認定第２号 
令和３年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
保健環境部長 説明 

日程第24 認定第３号 
令和３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
保健環境部長 説明 

日程第25 認定第４号 
令和３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
保健環境部長 説明 

日程第26 認定第５号 
令和３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
建設部長 説明 

日程第27 認定第６号 
令和３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
総務部長 説明 

日程第28 認定第７号 
令和３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳

入歳出決算認定について 
農林水産部長 説明 

日程第29 認定第８号 
令和３年度壱岐市水道事業会計欠損金の処

理及び決算の認定について 
建設部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 森  俊介君       ２番 樋口伊久磨君 

３番 武原由里子君       ４番 山口 欽秀君 

５番 中原 正博君       ６番 山川 忠久君 

７番 植村 圭司君       ８番 清水  修君 

９番 赤木 貴尚君       10番 音嶋 正吾君 

11番 小金丸益明君       13番 中田 恭一君 

14番 市山  繁君       15番 土谷 勇二君 

16番 豊坂 敏文君                 

────────────────────────────── 
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欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    山川 正信君   事務局次長 平本 善広君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  白川 博一君  副市長  眞鍋 陽晃君 

教育長  久保田良和君  総務部長  久間 博喜君 

企画振興部長  中上 良二君  市民部長  西原 辰也君 

保健環境部長  﨑川 敏春君  建設部長  増田  誠君 

農林水産部長  谷口  実君  教育次長  塚本 和広君 

消防本部消防長  山川  康君  総務課長  平田 英貴君 

財政課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

監査委員  吉田 泰夫君                     

 

午前10時00分開議 

○議長（豊坂 敏文君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新聞社ほか２名の方から、報道取材のた

め撮影機材等の使用の申出があり、許可をいたしております。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから令和４年壱岐市議会定例会９月会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 ９月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、２番、樋口伊久磨議員、３番、

武原由里子議員を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．審議期間の決定 
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○議長（豊坂 敏文君）  日程第２、審議期間の決定を議題とします。 

 ９月会議の審議期間は、本日から９月２７日までの２１日間とし、審議期間の日程につきまし

ては、タブレットに配信のとおりにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（豊坂 敏文君）  異議なしと認めます。よって、９月会議の審議期間は本日から９月

２７日までの２１日間と決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．諸般の報告 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸般の報告については、タブレットに配信のとおりでございます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．行政報告 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第４、行政報告を行います。白川博一市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  皆様、おはようございます。 

 本日ここに、令和４年壱岐市議会定例会９月会議にあたり、６月会議以降、本日までの市政の

重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等について御報告申し上げ、議員皆様の御理解と

御協力を賜りたいと存じます。 

 始めに、去る７月１０日執行の第２６回参議院議員通常選挙長崎県選挙区において、前長崎県

議会議員の山本啓介氏が見事御当選されました。３期１２年にわたる県議会議員の経験と、卓越

した政治手腕が県民皆様に高く評価されたものであり、心からお祝い申し上げます。 

 本市出身の国会議員の誕生は、１９１７年から１９４２年まで８期２５年間衆議院議員を務め

られた牧山耕蔵氏以来、実に８０年振りのことであり、故郷を愛する揺るぎない信念のもと、離

島振興をはじめ、さらなる郷土発展、日本繁栄のため、御尽力賜りますようお願い申し上げる次

第であります。 

 また、同日執行の長崎県議会議員補欠選挙において、前市議会議員の鵜瀬和博氏が見事御当選

されました。心からお慶び申し上げますとともに、今後とも本市をはじめ、さらなる県政の発展

に御尽力賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

 さて、新型コロナウイルス感染症について、感染の第７波が続く中、帰省や旅行等で人の移動

が活発となり、１日当たり新規感染者数は、８月１９日に全国で２６万人を超え過去 多となり、

長崎県においても、同日、４,６１０名と過去 多を更新いたしました。 

 本市においては、感染者が初めて確認された令和２年３月１４日以降、本年７月末までの約
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２年４か月間で１,０８８名の感染者が確認されましたが、８月に入り感染が急拡大し、わずか

１か月で１,４０６名の感染者が確認され、これまでの累計は２,５７７名となり、人口の１割を

超えております。 

 このような状況の中、長崎県では県民の利便性を高めるため、９月２日から症状がある方への

抗原検査キットの郵送配布を開始し、自己検査の結果、陽性であった場合、御自身で陽性者判断

センターに連絡することで医療機関を受診することなく、速やかな療養が可能となりました。 

 また、医療のひっ迫を回避するため、９月９日以降、全数把握が見直される予定であり、発生

届の対象を高齢者やコロナ治療薬の投与者等に限定することとされます。 

 これらの見直しにより、県全体における年代ごとの感染者数の発表はこれまでどおり毎日公表

されますが、各市町については発生届が提出された感染者数の公表に限定されるため、これまで

のようにその日に確認された市全体の感染者数のお知らせは困難になると思われます。 

 本市においては、壱岐振興局及び壱岐保健所と連携を図り、感染動向を把握し感染者数等の公

表に努めてまいりますが、今後は、長崎県の公表に合わせて、市ケーブルテレビ及び市ホーム

ページ等で公表することといたします。市民皆様には、御理解賜りますとともに、引き続き、基

本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 次に、平成２１年、平成２７年に続き、壱岐市開催としては今回で３回目となる、第１３１回

長崎県市長会議が、去る８月１９日、壱岐の島ホールで開催されました。 

 当日は市議会のため欠席された雲仙市を除く１２市の市長が出席し、国・県への提言議案の審

議並びに共通する課題等について議論を深めました。 

 議案審議の後、環境省による講演及び意見交換が行われ、その後の行政視察では、本市の先進

的な取組事例として、壱岐テレワークセンター及び民間のテレワーク施設のモデル事例としてＡ

ＣＢＬｉｖｉｎｇを紹介いたしました。壱岐テレワークセンターでは、富士フイルムビジネスイ

ノベーション退社後、本年７月に本市が任用した髙下徳広地域プロジェクトマネージャーから、

また、ＡＣＢＬｉｖｉｎｇでは本市の地域活性化企業人として令和２年４月から株式会社リク

ルートより出向の中村駿介氏から、本市との連携により進めている取組事例等について御説明申

し上げました。 

 県内市長からは、大変参考になった、改めて視察に訪れたいなど、ありがたいお言葉を頂き有

意義な意見交換ができたところであります。 

 今後とも、人口減少問題をはじめ各市に共通する課題等について、県市長会及び各市との連携

を図り、取り組んでまいります。 

 次に、７月２４日、今年度第１回目の壱岐なみらい創りプロジェクトＳＤＧｓ対話会を壱岐の

島ホールで開催し、４４名に参加頂きました。 
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 壱岐高校ヒューマンハート部探究チームの生徒が、地域の皆様へインタビューして発見した壱

岐の魅力やそこから考えた未来へのアイデアについて、また、壱岐商業高校の生徒が福岡大学商

学部飛田ゼミと活動している起業体験プロジェクトの活動状況についてそれぞれ発表いたしまし

た。 

 対話会では学生と大人が世代を問わず、活発な意見等を交わされ、未来に向けた前向きな対話

の場となったところであります。 

 また、８月４日には、千葉大学、倉阪秀史教授が開発された地域の未来を予測する未来カルテ

を活用した「未来ワークショップｉｎ壱岐」を開催し、市職員と大学生１０名の総勢４０名で客

観的なデータによる２０５０年の未来予測をもとに、「今、必要な政策を考える」職員研修を開

催し、職員力向上に努めたところであります。 

 今後も、対話会を中心に様々な機会を通して、市民皆様一人ひとりの創りたい壱岐の未来に耳

を傾け、アイデアの実現に向けて、積極的に共創の取組を進めてまいります。 

 次に、去る８月２３日、令和４年度壱岐市国境離島新法協議会総会及び壱岐市国境離島新法制

定民間会議並びに空港整備促進期成会総会が開催されました。有人国境離島法の生みの親である

谷川弥一衆議院議員を始め、山本啓介参議院議員、宅島寿一県議会議員、鵜瀬和博県議会議員及

び市議会議員の皆様にも来賓として御臨席頂く中、有人国境離島法の期限延長に向け、市民一体

となり全力で取り組んでいくこと、また、空港の整備等について引き続き積極的に要望等を行い、

航空路の維持存続及び地域振興のために全力で取り組むことが決議文として採択されました。 

 平成２９年４月１日に施行された有人国境離島法は、令和９年３月３１日までの１０年間の時

限立法となっており、今年度で６年目を迎えております。本法による地域社会維持推進交付金は

この５年間で約２１億円となり、本市の積年の懸案でありました航路・航空路運賃の低廉化をは

じめ、輸送コスト支援、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進等に活用されており、本市における

経済振興・市民生活に直結した極めて重要な法律であります。 

 今後も引き続き、官民一体となって有人国境離島法の延長及び空港の整備の実現のため、 大

限の活動を行ってまいります。 

 次に、本市の政策顧問である松田智生氏が提唱されている逆参勤交代構想は、首都圏などの大

都市の企業社員が、期間限定かつ交代制で地方に勤務することで、働き方改革と地方活性化の同

時実現を目指すという考え方であります。 

 先般、７月１日から３日までの行程で、東京を始めとした都市部の企業等から参加者及び関係

者１５名が来島され、本市においてトライアル逆参勤交代が実践されました。 

 参加者の皆様は、本市の市民団体、起業家、壱岐なみらい研究所研究員等との意見交換を経て、

終日には参加者一人ひとりから人口減少、空き家対策、観光振興、ＳＤＧｓの取組、ふるさと
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納税の推進など、本市の課題解決に向けた御提案を頂いたところであります。 

 本事業で来島された皆様を含め、今後も関係人口創出及び企業との連携による地方創生の取組

を進めてまいります。 

 次に、去る７月１７日、姉妹都市である長野県諏訪市との交流事業の一環として、実行委員会

主催により壱岐市御柱祭が開催されました。同御柱祭は、寅年と申年に開催されることになって

おり、旧勝本町において平成１０年開催を始まりとして、合併後の壱岐市において平成１６年、

平成２２年、平成２８年と６年ごとに開催され、今回で第５回を迎えました。 

 これまでは、御柱を勝本港において海曳きを行った後、小中学生を含めた市民皆様による里曳

きを城山公園まで実施しておりましたが、コロナ禍を受け、今回は海曳き及び里曳きを行わず、

規模を縮小した形で開催されました。 

 式典には、壱岐市に御柱を贈る会会長、金子ゆかり諏訪市長をはじめ２２名の諏訪市の皆様に

御来島頂き、総勢約１５０名が出席される中、厳粛かつ盛大に執り行われました。 

 今回の御柱祭を機に、これまで築かれてきた諏訪市と壱岐市の友好の絆がさらに深まったもの

と考えており、今後の一層の交流に期待しております。 

 次に、３年ぶりの開催となる離島球児の夢舞台、国土交通大臣杯第１３回全国離島交流中学生

野球大会、通称「離島甲子園」が、去る８月２２日から２５日まで全国の離島から２２チームの

参加を得て新潟県佐渡市で開催されました。 

 壱岐市選抜チームは、１回戦で地元の佐渡市中学校３年生選抜と対戦し、惜しくも僅差で敗れ

てしまいましたが、翌日行われた交流戦では薩摩川内市の甑島選抜に勝利を収めました。選手皆

さんはチームの仲間や全国の離島から参加した選手皆さんとの様々な交流を通して大変貴重な経

験をすることができたものと考えており、今後ますますの活躍を期待しております。 

 次に、企業版ふるさと納税制度は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対し

て、企業が寄附を行った場合に税制上の優遇措置が受けられる制度で、本市においては、第３次

壱岐市総合計画に掲げた各種事業が寄附の対象となります。 

 この度、本市の企業版ふるさと納税として、昨年度に引き続き芦辺町出身の万谷正氏が代表取

締役を務めておられる株式会社ファウンテック様から、３年振りの開催となる壱岐ウルトラマラ

ソン２０２２の大会運営に対し１,０００万円の御寄附を頂きました。万谷様は、東京壱岐雪州

会の前会長として、また現在も名誉会長として壱岐市発展のために御尽力賜っているところであ

り、ふるさと壱岐に思いを深く寄せられ、これまで多くの御支援、御協力を賜っております。今

回の御寄附も壱岐市のためにという強い思いの中で賜った御厚意であり、心から御礼と感謝を申

し上げる次第であります。 

 次に、交流人口の拡大について申し上げます。 
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 まず、観光振興について。 

 新型コロナウイルス感染症の発生から３年目を迎え、コロナ禍以降初めてとなる行動制限のな

いゴールデンウィーク、壱岐サイクルフェスティバル開催など観光需要回復の兆しが見え始め、

７、８月期の活況を期待しておりましたが、第７波の感染再拡大を受け、観光刺激策である県民

割の対象地域の全国拡大が延期されるなど、観光需要は昨年よりも回復してはいるものの依然と

して厳しい状況にあります。 

 このような中、スポーツ合宿においては、８月末までに６５団体、１,３６１人の申請があり、

既に令和３年度実績の１,２６６人を超え大きな経済効果を生み出しております。引き続き島内

スポーツ団体等との連携した大会開催及び誘客促進に積極的に取り組んでまいります。 

 また、本市独自の観光需要喚起対策として実施するプレミアム付き宿泊券発行事業については、

新型コロナウイルス感染症の状況や国の全国旅行支援の再開時期等を踏まえ開始時期を検討して

おりましたが、閑散期に入る１０月以降の観光需要の喚起を図る必要があると判断し、１０月

１日から実施することといたします。 

 さらに、９月２３日の西九州新幹線の開業に合わせ、１０月から実施されるＪＲグループと佐

賀・長崎両県の大型観光キャンペーン「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン」や壱岐市

観光連盟との連携により効果的な誘客に努め、観光需要の早期回復を目指してまいります。 

 神々の島 壱岐ウルトラマラソン２０２２の申込みは、７月３１日に募集を締め切り、北は北

海道から南は鹿児島県まで３３都道府県から１００キロメートル、３６３人、５０キロメートル、

２３５人、計５９８人の方からエントリーを頂きました。全国的にスポーツイベントでは、コロ

ナ禍前の大会との比較が７０％以下のエントリー状況であるといわれている中において、今回、

前回比８６％の申込みであったことは、これまでの本大会における市民皆様の御協力や温かい御

声援等のおもてなしによる大会運営の成果であると考えております。 

 今後は、市全体で大会を盛り上げるために、前大会同様、小学生の皆さんには参加選手への手

紙と応援のぼりの製作を、中学生・高校生の皆さんには当日の給水所等の運営に御協力を頂き、

併せて選手への激励を行っていただくようにしております。 

 また、既に述べました株式会社ファウンテック様をはじめ多くの企業様から御協賛頂き、様々

な面で御支援を頂いております。本大会は、壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、感染防

止対策を徹底した上で大会成功に向け万全の準備を進めておますので、市民皆様をはじめ関係機

関、団体皆様の御理解、御協力をお願いいたします。 

 現在、訪日外国人の受入れについては、水際規制の緩和等、徐々に誘客への動きも出始めてお

り、来年には本市誘客の玄関口である福岡市において、第１９回世界水泳選手権福岡大会が開催

されるなど、インバウンド推進の機会と捉えております。 
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 本市においても、国際感覚の醸成や異文化の価値観を認め合う開かれた地域社会づくりを推進

するため、８月２６日から国際交流員として３人目となるアメリカ出身のメアリー・キャサリン

さんを配置いたしております。 

 今後、海外からの訪問客対応をはじめ、イベント等での通訳・翻訳、学校及び市民皆様を対象

とした異文化理解を目的とする出前講座の実施、外国人観光客の誘客に関する業務など、本市の

国際交流及びインバウンド推進に向けた幅広い活動を期待しております。 

 次に、産業の振興について申し上げます。 

 まず、農業の振興について。 

 本年は、７月１８日及び８月１２日に集中豪雨があったものの、それ以外は、まとまった降雨

がなく異常な干天が続いていたことから、水不足による農作物への被害拡大を防止するため、干

害応急対策の支援を行ったところでありますが、要望の取りまとめを行った結果、既定予算を上

回る要望があったため追加で所要の予算を計上しております。 

 早期水稲については、水不足による籾数の減少や籾の充実不足による減収及び品質低下が懸念

されております。 

 また、普通期水稲については、一部ウンカ等の病害虫が発生する恐れがありますので、引き続

き適切な栽培管理が必要となっております。 

 葉たばこについては、移植後以降、日照時間に恵まれ、順調に生育が推移したため、昨年度の

反収２６５キログラムを大きく上回る反収２９０キログラムが見込まれております。 

 肉用牛については、新型コロナウイルス感染拡大や国際情勢の影響を受けて原材料の価格が高

騰し、特に肥育農家の経営を圧迫している状況にあります。このような中、８月に開催された子

牛市では、前回の平均価格と比較し９８.４％、約１万円安の６３万２,０００円となり、下落傾

向の中で何とか踏みとどまった状況となっております。 

 本年、鹿児島県で開催されます第１２回全国和牛能力共進会の長崎県代表牛選考会が７月７日

に平戸市で開催されました。種牛の部においては、壱岐地区から第３区に田河地区の田中満治様

の「かの号」が長崎県代表牛として選考されました。 

 また、８月１０日に長崎市で開催された肉牛の部においては、第６区と第８区に柳田地区の山

本満年様、第７区に壱岐市農協肥育センター様の出品牛が選ばれ、長崎県代表肉牛７頭のうち

３頭が壱岐地区から選考されております。 

 選考された出品者の皆様に心からお祝い申し上げますとともに、１０月６日からの鹿児島県で

の全国和牛能力共進会において、壱岐牛の名声を全国に高める結果となりますよう期待しており

ます。 

 次に、本年４月から７月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲
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量は８１６トンの１７.２％減、漁獲高は８億２,８００万円の２.４％増と漁獲量は減少してお

りますが、一方で漁獲高は増加しております。これは、ケンサキイカ漁が好調で単価が良かった

ことが要因でありますが、他の魚類については漁獲量も減少し、魚価についても新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて低迷が続いております。 

 また、市内５漁協の正組合員数は、令和３年度末で昨年から３１人減の７７２人となっており、

漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。 

 今後も引き続き、漁業者の皆様そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら、各種施策

に積極的に取り組んでまいります。 

 芦辺漁港整備については、ターミナルビル一元化に伴う駐車場等の再編整備のための意見聴取

並びに整備方針の検討を行うことを目的とした芦辺港ターミナル周辺整備検討委員会を６月

２８日に設置いたしました。本委員会は本年１１月末まで４回開催する予定であり、委員皆様か

ら様々な御意見・御提案をお聞きすることにより、よりよい整備方針の策定につなげてまいりま

す。 

 印通寺港整備については、長崎県において、令和４年度新規事業として採択され、水深確保の

ための岸壁改良及び泊地浚渫に係る調査費が予算化されております。 

 次に、市民関係でありますが、まず、マイナンバーカードの普及促進について、国は、マイナ

ンバーカードについて令和４年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指すとともに、消費活

性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用したマイナポイント事業による普及促進に取り

組んでおりますが、８月７日現在の交付率は、長崎県全体で４４.６％、本市は４９.２％であり

ます。 

 本市の申請促進策といたしましては、広報紙、自治公民館への回覧等による広報の強化、写真

無料撮影サービス、９月中の毎週木曜日の平日時間外窓口の開設、来年３月まで月２回の休日臨

時窓口の開設による交付率の向上等に取り組んでおり、今後は、出張申請等も計画いたしており

ます。 

 また、国は、各自治体のマイナンバーカード交付率を普通地方交付税に反映させる考えを示し

ており、普及率の向上が本市の財源確保に直接つながることにもなりますので、市民皆様には早

期の取得に御協力賜りますようお願いいたします。 

 次に、全国的にオミクロン株の感染が拡大する中、市内でも多くの新型コロナウイルス感染者

が確認され、医療のひっ迫や高齢者サービスへの影響が懸念されております。 

このような中、国はオミクロン株対応ワクチンによる追加接種を特例臨時接種として位置づけ、

開始に向けた準備を早期に進めるよう自治体へ求めています。 

 本市においても、壱岐医師会と相談の上、ワクチンの供給が確定次第、早期に接種が開始でき
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るよう準備に取り掛かっており、今回、所要の予算を計上しております。 

 また、対象者については、現時点において、１、２回目である初回接種を完了した全ての方と

なっておりますが、今後のオミクロン株対応ワクチンの国からの供給状況を勘案しながら、お知

らせしていく予定といたしております。 

 また、市内福祉施設・介護保険事業所等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に、

施設等で職員が感染あるいは濃厚接触者となった場合、サービスを継続するための職員が不足す

ることが見込まれております。 

 また、居宅系サービスでは代替サービスの提供を行う事業所の確保が課題となります。こうし

た事態に備え、市ではあらかじめ相互支援が可能な協力施設等のネットワークを構築し、いざと

いう時に市と市内福祉施設・介護保険事業所等が連携し、職員を応援派遣する取組を本年度から

開始いたしました。感染者発生施設への職員応援派遣のほか在宅で介護していた家族が新型コロ

ナウイルスに感染したことにより、介護者が不在となった場合の在宅高齢者への居宅系サービス

の提供にも対応いたします。 

 これまでに、２２の福祉施設及び事業所並びに１０８名の派遣可能職員の御登録を頂いたとこ

ろであり、感染状況が見通せない中、福祉・介護サービスを途切れなく提供していくためにも市

内事業者皆様と市が一丸となって、地域で支え合うネットワークの体制づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、６月１４日に発生した壱岐市クリーンセンターのマテリアルリサイクル推進施設内の火

災について、市民皆様に御心配と御不安をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます。 

 このことについては、消防署と警察署が合同で火災の原因調査を行いましたが、原因の特定に

は至りませんでした。 

 市としましては、市民皆様に対し、これまで以上に分別を徹底していただくために自治公民館

の回覧等で注意喚起を行うとともに、壱岐市クリーンセンター及び壱岐市環境管理組合の職員に

対しても、受け入れた爆発性、引火性のある廃棄物の分別徹底、年２回の消防訓練の実施等を指

示し、再発防止に向けて全力で取り組んでいるところであります。 

 また、地元の住吉地区振興協議会に対しても火災の経過報告会を開催し、お詫びを申し上げ、

経過及び再発防止策を御説明申し上げた上で、火災現場についても御確認頂き、御理解頂いたと

ころであります。 

 施設の復旧については、復旧工事に必要な機器の半導体の供給不足が長期化しており、その他

の部品の品薄状態についても明確な解消見込みが見通せないため、今年度中の納品が難しい状況

ではありますが、早期の復旧に向け、今回、所要の予算を計上しております。 

 次に、中学生の活躍について申し上げます。 
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 ７月２３日から２６日にかけて、長崎県中学校総合体育大会が開催され、予選を勝ち抜いた本

市各中学校のチーム・選手がすばらしい活躍を見せてくれました。勝本中学校の野球部及びソフ

トボール部がそれぞれ優勝、相撲で芦辺中学校が準優勝、石田中学校が４位、個人の部では、陸

上競技の２年男子１００メートルの部で郷ノ浦中学校の福原悠吾さんが優勝、剣道で石田中学校

の神田雄吏さんが第３位という輝かしい成績を残し、九州大会への出場権を獲得いたしました。 

 ８月３日から１０日にかけて、九州各県で開催された九州大会では、勝本中学校野球部が第

３位となり、野球競技では初となる全国大会への出場権を獲得いたしました。また、勝本中学校

のソフトボール部がベスト８、郷ノ浦中学校の福原悠吾さんが、１００メートル決勝で第８位と

なるなど長崎県代表としてその力を存分に発揮してくれました。 

 勝本中学校野球部は、８月１８日から２２日にかけて北海道札幌市で開催された全国中学校体

育大会に九州ブロック代表として出場し、１回戦で東北ブロック代表の宮城県のチームに３対

１で勝利し、２回戦の北信越ブロック代表の富山県のチームに延長タイブレークの末、０対１で

惜敗しましたが、ベスト１６というすばらしい成績を収めました。 

 また、この他にも、８月４日から７日にかけて長崎市で開催された第５１回長崎県少年軟式野

球選手権大会に出場した郷ノ浦中学校野球部が優勝、６月に大村市で開催された第８回全九州中

学生男子ソフトボール大会長崎県予選大会において、クラブチームの壱岐ブレイブスが準優勝し、

九州大会に出場しております。 

 このたびの中学生の活躍を大変うれしく頼もしく思いますとともに、壱岐市の子どもたちのさ

らなる活躍を期待しております。 

 次に、防災、消防・救急について申し上げます。 

 まず、防災対策についてでございますが、昨日９月６日午前６時頃、 接近した台風１１号は、

壱岐空港で午前５時０１分に 大風速３５メートルを記録いたしました。市民皆様の安全を確保

するため、９月５日午後１時に警戒レベル３、高齢者等避難を、同日午後７時５５分には、警戒

レベル４、避難指示を発令したところであり、１７の避難所を開設し、 大で２０８世帯、

３３８名の方が避難されました。 

 被害の状況については現在調査中ですが、幸いにして人的被害の報告はございません。今後も

関係機関と連携を図り、市民皆様の安全・安心を 優先に災害対策に万全を期してまいりますの

で、市民皆様には、早めの警戒や日頃の備えなど、防災意識の向上に御理解と御協力をお願いい

たします。 

 次に、消防・救急についてでございますが、熱中症については、今年に入り８月末日までに

２７名の方を救急搬送しております。今後、残暑が厳しくなることも予想されますので、市民皆

様には、こまめな水分補給を行っていただき、室内においてはエアコンや扇風機等を有効に使用
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し、体調管理に十分注意されますようお願いいたします。 

 また、全国各地において新型コロナウイルス感染症第７波が急速に拡大しており、壱岐島内に

おいても今年に入り、８月末日までに疑似症例を含めて１３６名の方を救急搬送いたしておりま

す。 

 市民皆様には、引き続き感染予防の徹底をお願いいたしますとともに、１１９番通報の際には

新型コロナウイルスに関する情報を一人ひとりに聴取しておりますので、皆様の御理解と御協力

をお願いいたします。 

 次に、議案関係について御説明いたします。 

 本議会に提出した令和４年度補正予算の概要は、一般会計補正額２億４,２２４万２,０００円、

各特別会計の補正総額８,１１１万１,０００円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、

各特別会計の補正額の合計は、３億２,３３５万３,０００円となります。 

 なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は、２３７億３,５５１万６,０００円で、特

別会計については、８５億４９２万６,０００円となっております。 

 本日提出いたしました案件の概要は、令和３年度各出資法人の経営状況等に係る報告５件、令

和３年度財政健全化判断比率等の報告１件、条例の制定・一部改正に係る案件４件、予算案件

７件、令和３年度各会計決算認定８件であります。何とぞ慎重に御審議を頂き、適正なる御決定

を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、６月会議以降の市政の重要事項、政策等について申し述べましたが、様々

な行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並

びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．報告第１１号～日程第２９．認定第８号 

○議長（豊坂 敏文君）  日程第５、報告第１１号から、日程第２９、認定第８号まで、以上

２５件を一括議題とします。 

 ただいま上程いたしました議案について、報告及び提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日上程いたしております報告及び議案につきましては、担当部長及び

課長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  総務部長。 
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〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  皆様、おはようございます。 

 報告第１１号令和３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告について、御

説明申し上げます。 

 令和３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 壱岐空港ターミナルビル株式会社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号

に規定された法人等で資本金等の４分の１以上を壱岐市が出資しておりまして、壱岐市長の調査

等の対象となる法人を定める条例第２条第２項で規定された法人でございます。 

 報告書の１ページ目をお開き願います。官庁事項及び株式総会の報告でございます。 

 次に、２ページ目でございます。（３）の株式でございますが、資本金１,０００万円、２万

株で、そのうち４６０万円、９,２００株が壱岐市の出資で、出資比率は４６％となっておりま

す。 

 ３ページ目をお開きください。貸借対照表でございますが、資産の部については、流動資産合

計６４２万７,７６５円、固定資産合計８４０万１,８６１円で、資産合計は１,４８２万

９,６２６円となっております。 

 負債の部については、負債合計８６万９,８８４円で、その内訳につきましては、７ページの

主要勘定残高明細書の（４）未払金及び（５）預り金でございますので、後ほど御確認頂きたい

と存じます。 

 純資産の部については、株主資本合計１,３９５万９,７４２円で、負債・純資産合計は、資産

合計と同額の１,４８２万９,６２６円でございます。 

 ４ページを御覧ください。損益計算書でございますが、売上総利益が１,５３４万３５４円、

販売費及び一般管理費２６０万１,１００円、営業利益はマイナス１０６万６,７４６円となって

おり、その内訳につきましては、９ページの営業損益内訳書に記載をしておりますので、後ほど

御確認頂きたいと存じます。 

 営業外収益は、受取利息・預金利息の５０円で、雑収入は被災保険金の９０万９,４３７円で

ございます。営業外収益の合計が９０万９,４８７円となり、経常利益のマイナス１５万

７,２５９円から法人税等を含めまして、当期純利益がマイナス２６万７,１５９円となります。 

 次に、５ページ目をお開きください。株主資本等変動計算書でございますが、純資産合計の前

期末残高１,４２７万７,０００円、当期変動額合計がマイナス２６万７,０００円で、当期末残

高は１,３９６万円となっております。 
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 ６ページは個別注記表、７ページは主要勘定残高明細書、８ページは固定資産明細表、９ペー

ジは営業損益内訳書、 後のページは監査報告書でございます。 

 以上で、報告第１１号令和３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告につ

いて終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  中上企画振興部長。 

〔企画振興部長（中上 良二君） 登壇〕 

○企画振興部長（中上 良二君）  報告第１２号につきまして、御説明を申し上げます。 

 報告第１２号令和３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況の報告について。 

 令和３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況について、地方自治法第２４３条の

３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 株式会社壱岐カントリー倶楽部につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に

規定された法人で、経営状況の報告をさせていただくものでございます。 

 内容につきましては、第３９期決算報告書を添付しております。 

 ２ページ目をお開き願います。当社の業務概要の欄を御覧頂きたいと思います。 

 令和３年度につきましては、新型コロナウイルス感染症により、飲食業、観光業を中心に影響

を受けておりますが、ゴルフ場に関しては３密フリーで感染リスクが低いことから当ゴルフ場も

好調を維持し、入場者は増加をいたしております。 

 ３ページをお開き願います。令和３年度の入場者は対前年比で６０４名の増加となっておりま

して、４期連続して前年を上回っております。 

 次に、当社の決算状況についてを御覧ください。 

 損益計算書については入場者増加が反映し、売上高は対前年比１１４.５％、７００万円増加

し、６,２００万円を計上しております。 

 営業利益は販売費、一般管理費が固定費であるため、売上増加分が寄与し、対前年比３７３.５％、

８００万円増加し、１,１００万円となっており、 終的に第３９期の当期利益は前年を

６０５万８,０００円上回る１,１６１万６,０００円の黒字となっております。 

 ５ページをお開き願います。株式の状況でございますが、発行済み株式３,６００株、資本金

７,２００万円、そのうち１,３２０株を壱岐市が保有しており、持株比率は３６.６％でござい

ます。 

 ７ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で、流動資産が３,３９９万

１,７７４円、固定資産が４,７０９万６,７０４円、資産合計は８,１０８万８,４７８円でござ
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います。 

 ８ページをお開き願います。負債・純資産の部でございます。負債合計は８９１万７,２７０円、

純資産の合計は７,２１７万１,２０８円で、負債及び純資産合計は８,１０８万８,４７８円とな

っております。 

 次に、９ページをお開き願います。損益計算書でございます。 

 中段の売上総利益金額が５,９８５万３,９９５円、販売費及び一般管理費が４,８５５万

１,９５９円、営業利益は１,１３０万２,０３６円となっております。 

 営業外利益、特別利益と合わせ、税引き後の当期純利益額は１,１６１万６,３１１円の黒字決

算となっております。 

 なお、販売費及び一般管理費の詳細につきましては１０ページに記載しております。 

 １１ページに株主資本等変動計算書、１２ページに主要勘定残高明細書、１３ページに監査報

告書を添付しております。 

 以上で、報告第１２号の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

〔企画振興部長（中上 良二君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  報告第１３号令和３年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に

係る経営状況の報告について、御説明申し上げます。 

 令和３年度公益財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。 

 本日の提出でございます。 

 当法人は、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規定された法人で、壱岐市が資本金等

の２分の１以上を出資している法人であることから経営状況を報告させていただくものでござい

ます。 

 当法人は、これまでと同様、種苗放流事業を実施いたしております。 

 ２ページをお開き願います。役員並びに評議員名簿を掲載いたしております。 

 ３ページは、事業報告でございます。 

 令和３年度の事業概要は、アワビ種苗４万個を、壱岐市栽培センターより購入し、各漁協によ

り８,０００個ずつを放流いたしております。 

 財源の内訳ですが、利息０.２５２％で、基金運用益１７７万３,６６５円、助成金として、県

から２５万２,０００円、市から１２万６,０００円、管内５漁協より１２万６,０００円となっ
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ております。 

 また、法人会計より１４万２,３３５円を振り替えまして、合計２４２万円であります。 

 次に、収支決算について御説明いたします。５ページは、貸借対照表でございます。資産の部

ですが、流動資産が当年度４９万３,５９８円、固定資産のうち基本財産が１億円、特定資産が

７億円で、資産合計８億４９万３,５９８円でございます。 

 ６ページは、貸借対照表の内訳を掲載いたしております。 

 ７ページは、正味財産増減計算書でございます。 

 次の８ページの正味財産増減計算書内訳表で説明いたしますと、法人会計としては預金利息を

財源としております。今年度の繰越金は、１億円を除きますと４８万３,９３３円となります。

支出の面で、事務費等、経常費用として２万２,９２０円を支出いたしております。 

 ９ページは附属明細書、１０ページは財産目録、１１ページ、１２ページは、監査報告書を掲

載いたしておりますので、御高覧をお願いいたします。 

 以上で、報告第１３号についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  中上企画振興部長。 

〔企画振興部長（中上 良二君） 登壇〕 

○企画振興部長（中上 良二君）  次に、報告第１４号及び報告第１５号を続けて御説明をいたし

ます。 

 まず、報告第１４号令和３年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況の報告について。 

 令和３年度一般財団法人壱岐市開発公社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 一般財団法人壱岐市開発公社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に規

定された法人で、経営状況の報告をさせていただくものでございます。 

 １ページをお開き願います。経営状況について御説明申し上げます。令和３年度は、令和２年

度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、観光事業にも大きな影響を与えました

が、ワクチン・検査パッケージを導入した旅行商品の販売や、長崎県、そして壱岐市の宿泊キャ

ンペーンによる収益の確保、テイクアウトの実施、国・県・市などの給付金を活用しながら経営

を維持しつつ、その上でコロナ収束後を見据えた受入れ体制強化、経営環境の急激な悪化に対応

し、雇用を守る経営を行っております。 

 また、令和３年度においては、施設運営に係る経費の高騰と、幼児に対する費用の状況を踏ま

え、宿泊料及び食事料について、議会の議決を頂き、所要の改正を行っております。結果、収入
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は前年度実績の９６％となり、決算額においても令和２年度に引き続き約６４９万円の赤字とな

っております。 

 ３ページをお開き願います。令和３年度の利用状況でございます。宿泊者数は前年度実績の

９７％で、５,８２７名となっており、その他の利用者数も減少となっております。 

 ４ページをお開き願います。収支についてでございます。収入の部が決算額１億２,５８４万

６,６２３円で、前年度実績の９６％となっております。 

 支出の部が決算額１億３,２３４万８０４円で、前年度実績の９１％となっております。また、

当期計上増減額、いわゆる税引き後の当期純利益は６４９万４,１８１円の赤字となっておりま

す。 

 次に、５ページから７ページは、正味財産増減計算書でございます。正味財産増減計算書は損

益計算書に相当するものでございます。 

 ７ページ、合計（ａ）の 終欄、正味財産期末残高、いわゆる純資産合計は２,６０７万

４,４０２円となっております。 

 次に、８ページをお開き願います。貸借対照表でございます。Ⅰ、資産の部、合計で４,９１４万

５,５０１円、Ⅱ、負債の部は合計で２,３０７万１,０９９円、Ⅲ、正味財産の部は合計で

２,６０７万４,４０２円で、負債及び正味財産の合計は４,９１４万５,５０１円となっておりま

す。 

 ９ページ、１０ページに、財務諸表に対する注記、１１ページに監査報告書を添付いたしてお

ります。 

 以上で、報告第１４号の説明を終わります。 

 次に、報告第１５号令和３年度一般社団法人壱岐市ふるさと商社に係る経営状況の報告につい

て、御説明申し上げます。 

 令和３年度一般社団法人壱岐市ふるさと商社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告するものでございます。 

 本日の提出でございます。 

 一般社団法人壱岐市ふるさと商社につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第２号

に規定された法人で、経営状況の報告をさせていただくものでございます。 

 １ページから３ページは事業報告でございます。 

 ２ページ、中頃の中段の【２】事業実績を御欄ください。取扱品目数は約３２０品目で、主要

な取扱商品は記載のとおりでございます。飲食店や小売店への卸売事業は、東京、大阪、福岡を

中心に展開しております。通販事業につきましては、５５品目を取り扱っております。物産展等

の催事やフェアへの出店回数は新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年度の２１回から、
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令和２年度が５回、令和３年度が７回と減少しております。 

 次に、３ページをお開き願います。売上実績は売上目標額２,５００万円に対しまして

３,２３４万９,２５９円であり、対前年比１１６％と増加しております。 

 次に、４ページから決算報告でございます。 

 ５ページが決算総括表でございまして、６ページから８ページが会計ごとの正味財産増減計算

書でございます。 

 まず、６ページの一般会計の正味財産増減計算書をお開き願います。一般会計につきましては、

卸売事業等の会計でございます。経常収益の合計３,１２１万３,０７５円、経常費用の合計

２,５９９万８,６１０円となっております。 

 次に、７ページの受託事業会計の正味財産増減計算書を御覧ください。これは、各種委託事業

の会計でございます。経常収益の合計は２９３万７,００３円、経常費用の合計は２２７万

８,１００円となっております。 

 次に、８ページの特別会計の正味財産増減計算書を御覧ください。これは、国庫補助対象の会

計でございまして、地方創生推進交付金が充当されております。経常収益の合計２,２６０万

５,９９７円、経常費用は、事業費が２,１２５万７,１０２円、管理費が１３４万８,８９５円で、

合計２,２６０万５,９９７円となっております。 

 次に、戻りまして５ページをお開き願います。ただいま御説明いたしました３会計を総括した

ものが決算総括表でございます。歳入合計７,９９２万２,４２９円、歳出合計５,２４６万

１,４０７円でございます。歳入合計から歳出合計を差し引きまして、正味財産期末残高は

２,７４６万１,０２２円で、次年度への繰越金となっております。 

 次に、９ページをお開き願います。貸借対照表でございます。資産の部、合計４,４７６万

７,８４９円、負債の部、合計１,７３０万６,８２７円、正味財産の部、合計２,７４６万

１,０２２円、負債及び正味財産の合計は４,４７６万７,８４９円でございます。 

 １０ページは監査報告書を添付しております。 

 以上で、報告第１５号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔企画振興部長（中上 良二君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分とします。 

午前10時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案説明を続けます。原財政課長。 
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〔財政課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課長（原  裕治君）  報告第１６号令和３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比

率の報告について御説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令

和３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告いたします。

本日の提出でございます。 

 次のページをお開き願います。法第３条第１項による財政健全化判断比率の状況でございます

が、まず、実質赤字比率につきましては、令和３年度決算における一般会計及び農業機械銀行特

別会計の実質収支は黒字でありますので、実質赤字比率は生じておりません。 

 次に、連結実質赤字比率につきましては、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療

事業の各特別会計の実質収支は黒字であり、また、公営企業の水道事業、下水道事業、三島航路

事業特別会計において資金不足はございませんので、連結実質赤字比率につきましても、生じて

おりません。 

 次に、実質公債費比率でございますが、令和２年度は決算年度を含む過去３か年平均が

６.７％でございましたが、令和３年度は３か年平均６.６％で、対前年度０.１％の減となって

おります。 

 要因といたしましては、令和３年度の単年度比率は６.３５％であり、前年度の単年度比率

５.９８％と比較して０.３７％と増加しておりますが、実質公債費比率は３か年平均で算出され

ることから、前年度の算定対象であった平成３０年度の単年度比率６.６７％が算定からはずれ、

令和３年度の単年度比率が６.３５％でございますので、３か年平均では減となったものでござ

います。 

 次に、将来負担比率でございますが、２２.８％と対前年度１０％の減となっております。こ

れにつきましては、令和３年度の地方債の発行額が元金償還金よりも少なかったことにより、地

方債現在高が減少するとともに、基金残高が増加したことにより、算定の分子が小さくなったこ

と、また地方交付税及び臨時財政対策債発行可能額が前年度より増となり、分母となる標準財政

規模が前年度と比較し、大きくなったことによるものと分析しております。 

 いずれの比率におきましても、中段の表にございます早期健全化基準、いわゆるイエローカー

ドとされる基準を下回っており、健全な状況で推移しておりますが、引き続き、健全な状態を保

つよう、財政運営を行ってまいります。 

 次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況でございますが、下水道事業特別会

計、三島航路事業特別会計、水道事業会計の３つの公営企業におきまして資金不足がございませ

んので、比率は生じておりません。 
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 なお、健全化比率等の概要の説明につきましては、別紙資料３、各会計決算概要の１ページか

ら２ページに添付しておりますので、御参照願います。 

 以上で、報告第１６号令和３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔財政課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  議案第３８号から議案第４０号まで、続けて御説明申し上げます。 

 初に、議案第３８号壱岐市職員の定年等に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 壱岐市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出で

ございます。 

 提案理由につきましては、地方公務員法の一部改正に鑑み、職員の定年を引き上げるとともに、

管理監督職勤務上限年齢制、及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行う

ものでございます。 

 制度の目的は、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑、高度化

する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を 大限活用しつ

つ、次の世代に、その知識、技術、経験などを継承していくことを目的として導入されるもので

ございます。 

 次のページをお開きください。まず、この条例の本則を整理するために、目次及び章名を付し

ております。第１章は、総則として、第１条、第２章は、定年制度として第２条から第５条、第

３章は、管理監督職勤務上限年齢制として、第６条から第１１条、第４章は、定年前再任用短時

間勤務制として第１２条、第１３条、そして、第５章は、雑則の第１４条で構成をしております。 

 それでは、章番号順に説明をさせていただきます。 

 まず、第１章第１条趣旨を御説明申し上げます。今回の地方公務員法の一部改正に伴い、引用

条項を改めるものでございます。 

 次に、第２章の定年制度では、第３条において、定年の年齢を６０歳から６５歳に改めるもの

でございます。第４条は、定年による退職の特例で、第１項第１号から第３号に掲げる事由があ

ると認めるときは、市長の承認を得た場合において、定年退職日の翌日から起算して１年を超え

ない範囲内で定年退職をせずに勤務させることができるとし、また、その期限は３年を超えるこ

とがでいないことを改めるものでございます。 

 第３章、管理監督職勤務上限年齢制は新たに追加をしております。第６条では、管理監督職勤

務上限年齢制の対象となる管理監督職は、管理職手当を支給されている職員と規定をしておりま
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す。第７条は、管理監督職勤務上限年齢で、年齢６０年とすることを定めております。第８条は、

他の職への後任等を行うに当たって、遵守すべき基準を定めております。第９条は、管理監督職

勤務上限年齢による後任等及び管理監督職への任用の制限の特例を定めておりまして、職員の職

務の遂行上、特別な事情がある場合において、１年単位で異動期間を延長し、管理監督職で勤務

することができることを定めております。第１０条は、異動期間の延長等に係る職員の同意で、

第９条で定めた異動期間の延長等を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならないこ

とを定めております。第１１条は、異動期間の延長事由が消滅した場合の措置について定めてお

ります。 

 第４章、定年前再任用短時間勤務制も新たに追加をしております。第１２条では、年齢６０に

達した日以後に退職した者を従前の勤務実績、その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職に採用することができることを定めております。 

 第５章雑則では、第１４条として、この条例の実施に関し必要なことは規則で定めることとし

ております。 

 附則につきましては、職員の定年等に関する条例の附則に、定年に関する経過措置を、そして

一部改正条例の附則に、勤務延長に関する経過措置、定年退職者等の再任用に関する経過措置、

定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置を規定をしております。施行期日は、令和５年

４月１日としております。 

 新旧対照表は、資料１に掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 

 以上で、議案第３８号の説明を終わります。 

 次に、議案第３９号地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て御説明いたします。 

 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり定める、本日の提

出でございます。 

 提案理由については、地方公務員法の一部改正に伴い、定年引上げ後の関係条例について、所

要の改正を行うものでございます。 

 制定内容は、議案第３８号の職員の定年を引き上げる条例改正に伴う関係条例の規定を整備す

るものでございます。当該議案の対象条例は、一部改正が７条例、廃止が１条例でございます。 

 次のページをお開きください。まず、この条例の構成でございますが、改正対象となる条例を

各条例の一部改正を条立てにより規定をさせていただいております。 

 それでは、各条番号順に説明をさせていただきます。第１条は、壱岐市人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例の一部改正でございます。壱岐市人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例の第３条の任命権者の報告事項について、今回、新たに制定する定年前再任用短時間勤務職
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員を報告の対象とするものでございます。 

 第２条は、壱岐市職員の懲戒の手続、及び効果に関する条例の一部改正でございます。壱岐市

職員の懲戒の手続、及び効果に関する条例の第３条の減給の効果において、減給処分の発令後に

給料月額が減額された場合の取り扱いを設けるものでございます。 

 第３条は、公益的法人等への壱岐市職員の派遣等に関する条例の一部改正でございます。公益

的法人等への壱岐市職員の派遣に関する条例中、公益的法人等へ派遣等をすることができない職

員について規定する、第２条第２項に第５号として１号を追加し、管理監督職勤務上限年齢制に

よる後任等の特例により、異動期間が延長された管理監督職を占めるものを加えるものでござい

ます。 

 第４条は、壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。壱岐市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の勤務時間、週休日及び勤務時間の割振、年次休暇に関する規

定のうち、再任用短時間勤務職員に適用したものを定年前再任用短時間勤務職員に適用するもの

に改めるものでございます。 

 第５条は、壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。壱岐市職員の育児

休業等に関する条例の規定に、育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に、管理

監督職勤務上限年齢による後任等の特例により、異動期間が延長された管理監督職を占めるもの

を加えるものでございます。 

 第６条は、壱岐市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。壱岐市職員の給与に関す

る条例を地方公務員法の一部改正に伴い、６０歳を超える職員の給料の取扱いに関する特例を定

めるもので、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を定めます。附則において、当分の間、

職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日以後における 初の４月１日以後、当該職員に

適用される給料表の職務の級、並びに号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とする。

また、管理監督職勤務上限年齢により、他の職への後任等をした職員の給料月額は、後任等の前

の給料月額の１００分の７０を乗じて得た額とするものでございます。 

 第７条は、壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。壱岐市職員等の旅費に

関する条例の規定に、定年前再任用短時間勤務職員に適用するものに改めるものでございます。 

 第８条は、壱岐市職員の再任用に関する条例の廃止でございます。壱岐市職員の再任用に関す

る条例については、定年前再任用短時間勤務職員を制定するため、廃止するものでございます。 

 附則につきましては、定年引上げに関する経過措置を追加しており、施行期日を令和５年４月

１日としております。 

 新旧対照表は、資料１に記載しておりますので、後ほどご覧ください。 

 以上で、議案第３９号の説明を終わります。 
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 次に、議案第４０号壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について御説明いたしま

す。 

 壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでござ

います。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員が同

一の子について育児休業をすることができる回数が現行、原則１回までを原則２回以内とされる

ことなどを考慮し、国家公務員に従じた措置を講じるとともに、非常勤職員の育児休業の取得要

件を緩和するなど、必要な改正を行うものでございます。 

 次のページをお願いいたします。第２条は、育児休業することができない職員の規定でありま

すが、３号（ア）、これは、特定の職に引き続き１年以上在籍する非常勤職員という規定でござ

いましたが、これを削除いたしまして、１年以上の在籍がない非常勤職員であっても、育児休業

が取得できるように要件を緩和するものであります。 

 削除により、繰上げとなった改正後の（ア）及び（イ）につきましては、非常勤職員が子の出

生後８週間以内に育児休業をしようとする場合の育児休業の取得要件を緩和するものでございま

す。 

 ３号のイにつきましては、非常勤職員の子が１歳以降の育児休業において、夫婦交替での取得

や特別な事情がある場合の柔軟な取得を可能とするために規定を整備しております。 

 第２条の３は、育児休業の取得回数制限の緩和等に伴い、再度の育児休業の取得に係る特別な

事情に関する規定を整備しております。第２条の４でございますが、非常勤職員の育児休業の対

象期間の上限を子が２歳に達する日とする要件につきまして、１歳から１歳６か月未満の期間を

末日とする要件と同様に規定をしております。第２条の５でございますが、この条文について、

第３条の２へ移動をしております。 

 第３条の改正でございますが、第３条につきましては、育児休業法第２条第１項のただし書に、

再度、育児休業をすることができる特別な事情を規定しております。５号につきましては、育児

休業計画書の申し出が不要となるため、条文を削除しております。繰り上がりました改正後の

７号につきましては、再度の育児休業について、任期付職員を含めた取扱いとなるよう規定をし

たものでございます。 

 第２０条の改正でございますが、非常勤職員の部分休業の取得要件のうち、引き続き、在職し

た期間が１年以上の要件を廃止し、部分休業の取得要件を緩和する規定としております。 

 第２４条では、妊娠または出産等について、申し出があった場合における措置等について、第

２５条につきましては、勤務環境の整備に関する措置について新たに規定するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、令和４年１０月１日から施行するものでございます。新旧
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対照表は資料１に掲載しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 以上で、議案第３８号から議案第４０号までの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  西原市民部長。 

〔市民部長（西原 辰也君） 登壇〕 

○市民部長（西原 辰也君）  議案第４１号について御説明申し上げます。 

 議案第４１号壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、壱岐市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、改正案につ

きましては、記載のとおりでございます。 

 資料１、改正条例、新旧対照表の４７ページに記載をしておりますので、御参照願います。 

 改正内容でございますが、第５７条法定代理受領の場合の読み替え規定において、市町村から

施設等利用費の支払いを受けた特定子ども・子育て支援提供者は、当該市及び当該施設等、利用

給付認定保護者に対する特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならないことと新

基準がなされたため、改正するものでございます。 

 これは、当該施設等、利用給付認定保護者が当該子ども・子育て支援施設等の利用料及び利用

状況を把握しつつ、支給上限額との差額分について、他の子ども・子育て支援施設等を利用し、

市に対して償還払い請求をした場合、市は施設等利用給付認定保護者ごとの支給上限額を管理を

しているため、特定子ども・子育て支援提供者が実際の利用料よりも高い金額について法定代理

受領の申請をしたとしても、それが不正であると認識できる契機になることが改正の目的であり

ます。 

 施行期日については、附則第１項のとおり、公布の日からでございます。附則第２項は改正後

の壱岐市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準を定める条例第５７条の規定により、読み替えて適用する新条例の規定に関して、

経過措置を定めるものでございます。 

 以上で、議案第４１号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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〔市民部長（西原 辰也君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  原財政課長。 

〔財政課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課長（原  裕治君）  議案第４２号令和４年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）につい

て御説明申し上げます。 

 令和４年度壱岐市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４,２２４万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３７億３,５５１万６,０００円

とします。第２項は記載のとおりでございます。 

 繰越明許費、第２条、繰越明許費は第２表繰越明許費によるものでございます。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は第３表地方債補正によるものでございます。本日の提

出でございます。 

 ３ページから５ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等に

ついては記載のとおりでございます。 

 ６ページをお開き願います。第２表繰越明許費として、２款１項総務管理費の地域情報通信推

進事業費のケーブルテレビ加入者宅用機器購入２,１１２万円と４款２項清掃費のクリーンセン

ター復旧工事４,２４８万２,０００円につきまして、年度内に事業が完了しない見込みであるた

め、翌年度に繰り越して使用できる繰越明許費として計上しております。 

 なお、繰越理由等の詳細につきましては、別紙資料２、令和４年度９月補正予算（案）概要の

９ページに記載のとおりでございます。 

 ７ページから９ページをお開き願います。第３表地方債補正の１、変更で、以下掲示をしてお

ります各起債において、対象事業費の調整、及び県との一時協議における事業計画の精査により、

限度額の変更を行っております。 

 それでは、事項別明細書により内容を御説明いたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。１４ページから１５ページをお開き願います。１１款

１項１目地方交付税の普通交付税で不足する一般財源について、５,９７８万４,０００円を追加

しております。なお、本年度の普通交付税額は、算定費用の見直し等ございましたが、対前年度

０.６％増の９１億５,６５１万７,０００円に決定しております。 

 １５款１項２目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

５,４５９万４,０００円、及び２項３目衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業費補助金４,９４９万７,０００円は、国の１００％補助で実施するオミクロン株対応

ワクチン接種事業に係る国庫支出金を計上しております。 
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 １５款２項１目総務費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新

型コロナウイルス感染症及び燃油価格高騰により影響を受けております公共交通事業者への補助、

及び学校給食用食材等の高騰対策補助の財源として２,１９５万８,０００円を計上しております。 

 １５款２項６目農林水産業費国庫補助金の海岸保全施設整備事業補助金は、補助メニューの変

更に伴い、県補助金から組替えを行うもので、３,３００万円を計上しております。 

 １６款２項４目農林水産業費県補助金のながさき農林業・農山村構造改善加速化支援事業は、

対象が国の補助事業に採択されたことに伴い減額を行い、次の農地利用効率化等支援交付金に

１,５２１万９,０００円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。１６から１７ページ、１８款１項２目指定寄付金の企業版ふる

さと納税寄附金は、当初５００万円の見込みで計上しておりました企業版ふるさと納税につきま

して、実績に基づき５００万円を追加計上しております。 

 ２１款４項３目雑入の市有建物災害共済金は、壱岐市クリーンセンターの火災に係る共済金で、

１,９９６万６,０００円を計上しております。２２款市債につきましては、地方債補正で説明の

とおりでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。今回の補正予算の事業内容につきましては、別添資料

２、令和４年度９月補正予算（案）概要で説明いたします。 

 ２ページをお開き願います。２款１項７目情報管理費の共同電算システム導入事業費は、現行

システムからのデータ抽出等に要する経費として６３９万５,０００円を計上しております。

２款１項１２目新型コロナウイルス感染症対応事業費は、県内離島３市による航空路事業者への

補助、及び市内路線バス、タクシー事業者への補助として１,２７６万円、及び学校給食用食材費

に対して、１食当たり１０％の補助を行う学校給食用食材費高騰対策補助金９１９万８,０００円

を計上しております。 

 次のページをお開き願います。３ページ、４款１項２目予防費の新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業は、１０月から予定されておりますオミクロン株対応ワクチン接種に係る費用

として、１億４０９万１,０００円を計上しております。４款２項２目塵芥処理費のクリーンセ

ンター費は、６月に発生いたしました火災により、罹災した施設内の設備等の復旧に係る費用と

して４,２４８万２,０００円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。４ページ、５款１項３目農業振興費の農地利用効率化等支援交

付金事業は、６月に補正いたしました県補助事業について国の補助事業採択がなされたため組替

えを行うもので、１,５２１万９,０００円を計上しております。これに伴い、次のながさき農林

業・農山村構造改善加速化支援事業を１,９６３万２,０００円減額しております。 

 次のページをお開き願います。５ページ、５款１項５目農地費の干害応急対策事業は、７月第
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２回会議において予算計上いたしました事業について、申請者が当初の想定より多数であったた

め、今回、追加の事業費として２,５００万円を計上しております。５款３項３目漁港管理費は、漁

港合併に係る漁港台帳の補正業務及び漁港施設の修繕等に要する費用として１４９万９,０００円

を計上しております。 

 次のページをお開き願います。６ページ、同じく５款３項３目漁港管理費の芦辺港ターミナル

整備事業は、芦辺港ターミナル周辺整備検討委員会において、当初の予定から委員数が増となり、

また、会議開催数も増となったため、委員報酬の追加を行うもので、２０万６,０００円を計上

しております。 

 ７款２項２目道路橋梁維持費の道路維持費は、市道の維持補修工事８路線を実施するもので、

３,１１０万円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。７ページ、９款３項２目の中学校教育振興費は、長崎県中学校

総合体育大会において上位の成績を収め、九州大会、全国大会に出場するチーム、個人が多かっ

たため、これらに係る費用について、市の中学校体育連盟に対する補助金を追加するもので、

５９６万４,０００円を計上しております。 

 １２款１項１目公営企業費の三島航路事業費は、燃料価格の高騰及びフェリーみしまドック時

における追加修繕費用について、一般会計からの繰出しを行うもので５００万円を計上しており

ます。 

 以上で、議案第４２号令和４年度壱岐市一般会計補正予算（第７号）について説明を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔財政課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  﨑川保健環境部長。 

〔保健環境部長（﨑川 敏春君） 登壇〕 

○保健環境部長（﨑川 敏春君）  議案第４３号及び４４号につきまして御説明を申し上げます。 

 初めに、議案第４３号令和４年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明を申し上げます。 

 令和４年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億４,６７２万９,０００円

とします。 

 第２項につきましては、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 それでは、事項別明細書により内容を説明いたします。８ページから９ページをお開き願いま
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す。歳入でございますが、補正財源としまして、７款１項１目その他繰越金４０万５,０００円

を追加いたしております。１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、

８款１項６目特定健康診査等負担金償還金につきましては、令和３年度実績に基づく精算返納金

４０万５,０００円を追加いたしております。 

 これで、議案第４３号の説明を終わります。 

 次に、議案第４４号令和４年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

 令和４年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１号、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５,０６７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億１,７５５万

１,０００円とします。 

 第２項につきましては、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 それでは、事項別明細書により、内容を説明いたします。８ページ、９ページをお開き願いま

す。歳入でございますが、人件費及び償還金の補正財源としまして、負担割合に基づく補正でご

ざいます。１０ページから１３ページをお開き願います。歳出でございますが、３款地域支援事

業につきましては、人事異動による人件費の組替え補正でございます。 

 また、６款１項２目償還金につきましては、令和３年度の介護給付費及び地域支援事業の実績

に基づく精算返納金総額５,５２５万４,０００円を追加いたしております。 

 以上で、議案第４３号及び４４号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

〔保健環境部長（﨑川 敏春君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  増田建設部長。 

〔建設部長（増田  誠君） 登壇〕 

○建設部長（増田  誠君）  議案第４５号令和４年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第

１号）について御説明申し上げます。 

 １ページ目をお開き願います。令和４年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２１万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,０９０万８,０００円とします。 

 ２項は記載のとおりです。本日の提出でございます。 

 ８ページをお願いいたします。２、歳入ですが、６款一般会計繰入金２２１万３,０００円を

増額いたしております。 
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 １０ページをお願いいたします。３、歳出ですが、１款下水道事業費の１項管理費において、

人事異動に伴う職員手当などを２２１万３,０００円増額いたしております。 

 ２款漁業集落排水整備事業費２項施設整備費のうち、瀬戸芦辺地区の詳細設計委託料のうち、

入札執行に伴う残高４００万円を山崎地区の改修工事費へ組替え、増額する補正を行っておりま

す。 

 以上で、議案第４５号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〔建設部長（増田  誠君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  議案第４６号令和４年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第

１号）について御説明を申し上げます。 

 予算書の１ページをお開き願います。令和４年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第

１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,５６７万２,０００円とします。 

 第２項は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。５ページから７ページ

につきましては、事項別明細書でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。歳入予算補正について御説明をいたします。歳入財源

といたしましては、一般会計繰入金を５００万円増額いたしております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出予算補正について御説明をいたします。

１款運航費１項運行管理費２目業務管理費でございますが、１０節需用費５００万円を増額して

おります。内訳は、燃料費１５０万円、修繕料３５０万円でございます。燃料費については、フ

ェリーみしまの燃料Ａ重油を当初予算ではリッター８０円で計上しておりましたが、価格高騰が

続いておりますので、リッター１０円の増、年間使用量１５万リットル分を見込み直したところ

でございます。 

 修繕料につきましては、フェリーみしまは、船齢１９年を超えておりまして、老朽化の影響が

出ております。機関等のドック解放時の追加修繕費用が当初の予定を超えておりまして、増額補

正をさせていただきました。 

 以上で、議案第４６号につきまして、説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 
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○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産課長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  議案第４７号令和４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算

（第１号）について御説明申し上げます。 

 令和４年度壱岐市の農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,２８１万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,８５１万５,０００円とする。 

 第２項は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。４款繰越金

１項繰越金に前年度繰越金として２,２８１万４,０００円を増額補正いたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。１款総務費１項

１目一般管理費に２,２８１万４,０００円を増額補正いたしております。主な内容については、

前年度繰越金を財源として消耗品費、燃料費、修繕料及び備品購入費としてトラクター１台と耕

起作業用ロータリー並びに飼料用作業用カッティングロールベーラー各１機を購入するため増額

補正いたしております。 

 以上で、議案第４７号についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

〔農林水産課長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  増田建設部長。 

〔建設部長（増田  誠君） 登壇〕 

○建設部長（増田  誠君）  議案第４８号令和４年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。 

 １ページをお開き願います。第１条、令和４年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによります。 

 第２条、予算中、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加えます。債務負担行為、第

５条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定めます。 

 事項は、公用車購入、期間は令和５年度、限度額は４１７万円、同じく水道事業公会計システ

ム保守業務、令和５年度限度額１６５万円です。本日の提出です。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。公用車購入費３台分として４１７万円、水道事業公

会計システムの保守業務費用として１６５万円を令和５年度に執行予定額として定めるものです。 

 以上で、議案第４８号令和４年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）について説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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〔建設部長（増田  誠君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。 

午前11時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（豊坂 敏文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案説明を続けます。 

 原財政課長。 

〔財政課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課長（原  裕治君）  認定第１号令和３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について御

説明申し上げます。 

 令和３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委

員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。 

 令和３年度一般会計歳入歳出決算書の１ページをお開き願います。歳入合計２４５億６,３３８万

８,５１５円、歳出合計２３７億６,０８７万５,２９１円、歳入歳出差引残額８億２５１万

３,２２４円となっております。決算内容につきましては、２ページ以降に記載しております。 

 次に、２２２ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。金額は１,０００円

単位で、３、歳入歳出差引額が８億２５１万３,０００円、４、翌年度へ繰越すべき財源として

（２）繰越明許費繰越額が７,９４３万３,０００円でございますので、これを差し引いた５の実

質収支額は７億２,３０８万円となっております。 

 次に、財産に関する調書をお開き願います。財産に関する調書は、令和４年３月３１日で決算

を行っております。１ページから４ページに公有財産、５から６ページに物品、７ページに債権

及び基金について、それぞれ令和３年度中の増減を記載しております。 

 ７ページをお開き願います。４、基金中、一般会計分の決算年度末現在高、これにつきまして

は、令和４年３月３１日現在の現在高となりますが、８０億３,９０３万７,０００円となってお

ります。 

 定額運用基金の運用状況につきましては、８ページに記載のとおりでございます。 

 令和３年度の決算状況につきましては、令和２年度に実施されました国の定額給付金に係る事

業費２６億１,８００万円が減となったため、前年度と比較し減額となっておりますが、新型コ

ロナウイルス感染症対応関連の事業として、ワクチン接種をはじめ、子育て世帯や住民税非課税

世帯等への給付金事業のほか、感染症防止営業時間短縮協力金などの事業費が増となっておりま

す。 
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 歳入につきましては、これら各種事業に係る国・県支出金や、国の補正予算に伴う普通交付税

の追加交付が行われたことなどによりまして、歳入総額は対前年度比マイナス８.９％、２３億

９,００１万１,０００円の減、歳出につきましては、公営住宅建設費、災害復旧費などの事業費

が減となっており、歳出総額は対前年度比マイナス９.６％、２５億２,４０４万２,０００円の

減となっております。 

 なお、財政調整基金への積立てを２億５,０００万円、また将来の地方債償還のための財源と

して減債基金の積立てを６億６,０００万円行っております。 

 そのほか、令和３年度決算状況及び主要施策につきましては、別紙資料３、令和３年度各会計

決算概要の７ページ以降の令和３年度における主要施策の成果説明書に記載のとおりでございま

す。 

 以上で、令和３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。御審議の上、

認定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〔財政課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  﨑川保健環境部長。 

〔保健環境部長（﨑川 敏春君） 登壇〕 

○保健環境部長（﨑川 敏春君）  認定第２号から４号までを続けて御説明申し上げます。 

 初めに、認定第２号令和３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御

説明申し上げます。 

 令和３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。 

 １ページをお開き願います。国民健康保険事業につきましては、歳入合計３６億１,０２７万

４,５１８円、歳出合計３５億９,８７９万４,００５円、歳入歳出差引残額１,１４８万５１３円、

直営診療所施設勘定は、歳入歳出それぞれ４,８７５万９,８１４円でございます。 

 ８ページ、９ページをお開き願います。歳入でございます。１款国民健康保険税の状況は記載

のとおりであり、現年度分の収納率は、医療、後期高齢者医療支援、介護納付金分を合わせまし

て９６.３４％、滞納繰越分は１６.４８％となっております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。３款１項１目保険給付費等交付金は、医療給付費

及び保険事業費等への長崎県からの交付金でございます。 

 ５款１項１目一般会計繰入金は、法定繰入れでございます。 

 １８ページ、１９ページをお開き願います。歳出でございます。歳出の約７割を占める２款保

険給付費の総額は２５億８,５４２万６,１４６円であります。出産育児一時金と交際費を除く
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１人当たり保険給付費は、新型コロナウイルスの影響を受けた令和２年度と比較し、令和３年度

はワクチンの効果もあり、新型コロナの影響がなかった令和元年度以前の水準に戻りつつある状

況でございます。 

 ２２ページ、２３ページをお開き願います。保健事業費でございます。５款２項１目特定健康

診査等事業費及び２目特定保健指導事業費におきましては、令和３年度も新型コロナの影響を受

けましたが、医師会の御理解と御支援の下、例年どおり６月から事業を開始し、受診率は速報値

で４２.４％となっておりますが、 終の１０月の法定報告までには、昨年並みの受診率を維持

する見込みであり、保健指導につきましてもコロナ禍の中で生活習慣病のうち、重症化予防を含

めたフォローを行ったところでございます。 

 また、３４ページ以降につきましては、直営診療所施設勘定の事項別明細書で、湯本診療所の

運営に係るものでございます。 

 以上で、認定第２号について説明を終わります。 

 次に、認定第３号令和３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について御

説明申し上げます。 

 令和３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござ

います。 

 １ページをお開き願います。歳入合計３億６,０３３万２,５９６円、歳出合計３億５,６２３万

９,０４６円、歳入歳出差引残額４０９万３,５５０円となっております。 

 ６ページ、７ページをお開き願います。歳入でございます。１款後期高齢者医療保険料の収納

状況は記載のとおりであり、保険料収納率は、現年度分９９.４８％、滞納繰越分１８．８％と

なっております。 

 １０ページから１１ページをお開き願います。歳出でございますが、２款１項１目後期高齢者

医療広域連合納付金３億５,４３２万６,００３円の内訳につきましては、保険料分２億

１,９５６万６,２００円、保険基盤安定分１億２,０７０万３,６７３円、人件費、事務費等の負

担分１,４０５万６,１３０円となっております。 

 以上で、認定第３号について説明を終わります。 

 次に、認定第４号令和３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明申

し上げます。 

 令和３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。 

 １ページをお開き願います。介護保険事業につきましては、歳入合計３７億３,２０７万
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４,５１６円、歳出合計３５億６,９０８万９,３１２円、歳入歳出差引残額１億６,２９８万

５,２０４円、介護サービス事業勘定は、歳入合計４,９１４万４,４９７円、歳出合計

３,７２８万６,６４２円、歳入歳出差引残額１,１８５万７,８５５円となっております。 

 ６ページから９ページをお開き願います。歳入でございます。１款介護保険料の状況につきま

しては記載のとおりであり、保険料収納率は現年度分９９.１９％、滞納繰越分３.９９％となっ

ております。３款、４款、５款及び７款につきましては、介護給付費や地域支援事業、事務費へ

の法定負担並びに法定繰入れでございます。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。歳出でございますが、２款介護給付費の総額は

３２億４,７１０万７,９１６円であり、令和３年度も新型コロナの影響を受けておりますが、高

齢化に伴うサービス利用者の増加等により、昨年と比較し約２,７００万円余り増加となってお

ります。 

 ３款１項１目介護予防生活支援サービス費につきましては、要支援や総合事業、認定者への介

護予防サービス事業や、配食サービスなどの生活支援サービスの費用でございます。 

 ３款２項１目一般介護予防事業費につきましては、介護予防に向けた実態把握及び普及事業、

ハイリスク者への指導事業の費用でございます。 

 ３款３項１目包括的支援事業、任意事業につきましては、高齢者総合相談支援事業及び認知症

総合支援事業などの費用でございます。 

 また、２６ページ以降は介護サービス事業勘定の事項別明細書で、地域包括支援センターの運

営に関わるものでございます。 

 以上で、認定第２号から第４号までの説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようお願

い申し上げます。 

〔保健環境部長（﨑川 敏春君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  増田建設部長。 

〔建設部長（増田  誠君） 登壇〕 

○建設部長（増田  誠君）  認定第５号令和３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを御説明申し上げます。 

 令和３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。 

 決算書の１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計３億４９６万

８,０６３円、歳出合計３億４９４万７,０１３円、歳入歳出差引残額は２万１,０５０円となっ

ております。 

 ２ページをお開き願います。歳入を記載しております。予算現額の合計が３億４,４０５万
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３,０００円に対し、収入済額の合計が３億４９６万８,０６３円となっております。 

 次に、４ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額が３億４,４０５万

３,０００円に対し、支出済額が３億４９４万７,０１３円となっております。 

 次に、６から７ページをお開き願います。歳入決算の事項別明細書でございます。２款の使用

料及び手数料で、１項１目の下水道使用料としまして、調定額が７,０８６万６,６０４円、収入

済額が６,８５９万８,２００円です。その内訳としまして、現年度分調定額が６,８７４万

６,９７０円、収入済額が６,８０７万１,９４０円、滞納繰越分が調定額２１１万９,６３４円に

対し、収入済額が５２万６,２６０円となっております。収納率で申しますと、現年度分が

９９.０２％となり、昨年より０.４６％減少しております。滞納分は２４.８３％となり、昨年

度より３.４１％減少しております。今後も、引き続き徴収対策の強化に努めてまいります。 

 １０から１７ページには、事項別明細書の歳出について１款から３款までを記載しております。 

 １８ページには、実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差し引きまして、実質収支額

は２万１,０００円でございます。 

 主要事業につきましては、資料３、令和３年度における主要事業の成果説明書２８ページに記

載をしておりますので、御確認をお願いいたします。 

 以上で、認定第５号の説明を終わります。御審議いただき、認定いただきますよう、よろしく

お願いをいたします。 

〔建設部長（増田  誠君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  久間総務部長。 

〔総務部長（久間 博喜君） 登壇〕 

○総務部長（久間 博喜君）  認定第６号令和３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認

定について御説明をいたします。 

 令和３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございま

す。 

 決算書の１ページをお開きください。歳入合計でございますが１億１,３５４万７,６５６円、

歳出合計は歳入と同額でございます。歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。 

 ２ページ、３ページをお開きください。歳入でございますが、予算現額は１億１,５６１万

２,０００円、収入済額は１億１,３５４万７,６５６円でございます。 

 ４ページ、５ページをお開きください。歳出でございますが、予算現額は１億１,５６１万

２,０００円、支出済額は１億１,３５４万７,６５６円でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお願いします。歳入歳出決算の事項別明細書でございます。１款
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の使用料及び手数料でございますが、収入済額１,５１６万６,７２４円となっております。 

 令和３年度の乗船者数などでございますが、乗船客が４万２８２人、また、車両が１,３０１台

で、令和２年度に対しまして乗船客は１７９人の減、車両は２２７台の減でございます。 

 主な理由でございますが、過年度と比較して新型コロナウイルス感染症の影響及び人口減少に

伴い、乗船客数は減少し、また、三島における公共事業の減少に伴い、自動車航送台数について

も減少し、昨年と比較して減収となっております。 

 ２款の国庫支出金でございますが、予算現額の４,０６７万５,０００円に対し、収入済額が

５,４４３万６,４２７円で、１,３７６万１,４２７円の増となっております。国庫補助金の算定

に当たっては、標準的な事業経費等を前提とした事前算定方式となっておりますが、今回、大幅

な増額となった理由としましては、新型コロナウイルス感染症の影響による経営状況の悪化に伴

い、令和３年度に限り、減価償却費の残存価格を必要経費として償却する措置が取られておりま

す。この結果、純損失の額が増大したことにより、国庫補助金についても増となっております。 

 ３款県支出金でございますが、予算現額１,７３４万８,０００円に対し、収入済額１,８２３万

３,７７５円、８８万５,７７５円の増となっております。県補助金の算定に当たっては、実績収

支差見込額から国の補助金を控除した２分の１の額となります。 

 次に、令和３年度の繰入金は、予算現額４,３０７万７,０００円に対し、収入済額が

２,５６６万６,１２５円となっておりまして、１,７４１万８７５円の減となっております。 

 歳出につきましては、８ページから１１ページに記載しております。１款運航費１項運航管理

費１目一般管理費１２節の委託料１６６万７,７１６円でありますが、これは、主に乗船券等販

売委託料及び待合所施設管理業務等の費用でございます。２目業務管理費の１０節需用費

３,３７６万４,７１０円の内訳で、主なものは燃料費１,１８８万３,９５６円、修繕料

２,１５７万６,４４０円です。燃料費は、年間約１５万リットルの消費量に対する費用でござい

ます。修繕料につきましては、中間検査費用、合入渠費用、機関部の諸修繕の費用でございます。

１２節委託料４６８万円は、陸上作業業務委託料でございます。 

 １２ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いずれも１億

１,３５４万７,０００円となっております。歳入歳出差引額はゼロ円になります。 

 以上で、認定第６号令和３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして説

明を終わらせていただきます。御審議の上、認定いただきますようよろしくお願いをいたします。 

〔総務部長（久間 博喜君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  谷口農林水産部長。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 登壇〕 

○農林水産部長（谷口  実君）  認定第７号令和３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決
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算認定について御説明いたします。 

 令和３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。 

 １ページをお開き願います。 

 歳入歳出決算書でございます。歳入合計１億１,４７２万２,６６３円、歳出合計９,１９０万

７,０２１円、歳入歳出差引残額２,２８１万５,６４２円でございます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。歳入でございますが、予算現額は１億９４８万

６,０００円に対しまして、収入済額は１億１,４７２万２,６６３円でございます。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳出でございますが、予算現額は１億９４８万

６,０００円に対しまして、支出済額は９,１９０万７,０２１円でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。まず、

歳入でございますが、１款１項１目使用料は機械使用料で、調定額５,９２７万５,９８９円に対

しまして、収入済額５,８２８万７１６円であり、収入未済額は９９万５,２７３円でございます。

その内訳といたしまして、現年度分調定額が５,９０４万８４２円に対しまして、収入済額が

５,８０５万７,３９９円で、収納率は９８.３％と前年度より１.２９％低下しております。滞納

繰越分調定額は２３万５,１４７円に対しまして、収入済額が２２万３,３１７円で、収納率は

９５％と前年度より５％低下しております。今後も、引き続き徴収対策の強化に努めてまいりま

す。 

 ４款繰越金については、７２５万３,９５６円で、前年度の繰越金として収入といたしており

ます。 

 ５款１項１目受託事業収入は、道路、公園等作業受託料収入４,９１０万８,５４３円でござい

ます。 

 次に、６ページから９ページにわたりまして、２項１目雑入はコイン式洗浄機利用料等７万

９,４４８円でございます。 

 歳入合計１億１,４７２万２,６６３円でございます。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。次に、歳出でございますが、１款１項１目一般管

理費は、主に１１節需用費２,３８６万２３６円の内訳で、主なものは消耗品費が１,１７９万

５,９４２円、燃料費が８８７万８,３２４円、機械等修繕料が３１５万６８０円です。１８節負

担金補助及び交付金５,５２６万１,８０８円は、農業機械銀行振興会で雇用する機械オペレー

ター及び作業員の賃金等相当額を、振興会負担金として支出したものでございます。歳出合計

９,１９０万７,０２１円でございます。 

 次に、１２ページをお開き願います。実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差引きし
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まして、実質収支額は２,２８１万５,０００円でございます。 

 以上、認定第７号についての説明を終わります。御審議の上、認定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

〔農林水産部長（谷口  実君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  増田建設部長。 

〔建設部長（増田  誠君） 登壇〕 

○建設部長（増田  誠君）  認定第８号令和３年度壱岐市水道事業会計欠損金の処理及び決算の

認定についてを御説明申し上げます。 

 地方公営企業法第３０条第４項及び第３２条の２、並びに壱岐市水道事業の設置等に関する条

例第４条第２項第３号の規定に基づき、令和３年度壱岐市水道事業会計決算に伴う欠損金を別紙

欠損金処理計算書のとおり処理し、あわせて令和３年度壱岐市水道事業会計決算を監査委員の意

見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。 

 決算報告書の２から３ページをご覧ください。 

 収益的収入及び支出についてですが、収入第１款の水道事業収益としまして、予算額が７億

２,４２７万７,０００円に対し、決算額が７億５,７９１万５,２５４円となっております。 

 次に、支出ですが、第１款の水道事業費用の予算額が８億１,５３０万円に対し、決算額が

８億１,３９７万２,６１７円となっております。 

 ４から５ページを御覧ください。資本的収入及び支出でございます。収入第１款の資本的収入

としまして、予算額１億４,５３１万８,０００円に対しまして、決算額が１億４,５２４万

１,６１２円となっております。 

 次に、支出第１款資本的支出としまして、予算額が４億３,０７３万１,４００円に対しまして、

決算額が４億１,６１９万３,４００円となっております。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億７,０９５万１,７８８円は、当年度消費税

資本的収支調整額１,８７７万３,６３０円、過年度分損益勘定留保資金２億５,２１７万

８,１５８円で補填をいたしております。 

 続きまして、６ページをお開き願います。 

 損益計算書です。営業収益が４億９,８７１万１,６４１円、営業費用が７億２,５９５万

６,６５７円、営業損失が２億２,７２４万５,０１６円、営業外収益が１億８,３７６万

２,４８４円、営業外費用が４,０３４万４,５３９円、経常損失はマイナス８,３８２万

７,０７１円です。特別利益が２,５９６万３,０３３円、特別損失が１,７０７万６,０４５円、

当年度純損失は７,４９４万８３円となります。この純損失に、前年度未処理欠損金２７万

９,７４０円を加え、当年度未処理欠損金が７,５２１万９,８２３円となっております。 
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 ８ページから９ページには剰余金計算書、１０ページには欠損金処理計算書を記載しておりま

す。未処理欠損金７,５２１万９,８２３円は、全額利益積立金から組み入れ、繰越欠損金はゼロ

円となっております。 

 １２ページから１３ページには貸借対照表、１５ページからは事業報告書等を記載しておりま

す。 

 平成２９年度より簡易水道事業を統合したことにより、収益的費用及び資本的費用が共に増加

し、特に企業債の元利償還金が大きな負担となっており、一般会計からの繰入金なしでは経営が

成り立たない状況であり、令和２年度からは、一般会計からの繰入金の減額により純損失が発生

しています。今後は、平成３０年度に策定したアセットマネジメントに基づき、計画的に、老朽

化に伴う各施設の年次的更新を図りながら、健全な維持管理に努めるとともに、引き続き水道使

用料金改定の検討を行ってまいります。 

 水道料金の収納率は、現年度分が９８.０４％となり、前年度より０.１１％増加しています。

また、滞納分については１７.６４％で前年度より０.５２％減となりました。引き続き、徴収対

策の強化に努めてまいります。 

 以上で、認定第８号についての説明を終わります。御審議いただき、認定いただきますようよ

ろしくお願いをいたします。 

〔建設部長（増田  誠君） 降壇〕 

○議長（豊坂 敏文君）  これで、市長提出議案の説明が終わりましたので、監査委員より財政健

全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。吉田代表監査委員。 

〔監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕 

○監査委員（吉田 泰夫君）  それでは、決算審査の報告をいたします。 

 令和３年度壱岐市各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書、特定目的運用基金の運用状況、水道事業会計決算書、財政健全化比率及び資

金不足比率について、市長より提出を受けました決算書類等に基づき、各関係法令等に定められ

ました内容で、壱岐市の監査基準等に準拠し、また、例月現金検査、定期監査等の内容を勘案し、

審査を実施いたしました。その結果について、本日提出しております意見書により報告をいたし

ます。 

 なお、意見書の数値等につきましては、今まで説明された内容と決算書類、決算統計資料など

に基づき記載をいたしておりますので、あわせて、審査の内容、対象等を記載しておりますので、

お目通しを願えればと思います。報告につきましては、本日の議事日程の順序で行いたいと思い

ます。 

 まず初めに、報告第１６号令和３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告資料
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の後についております意見書の３ページをお開きを願いたいと思います。 

 第６、審査意見、審査に付された財政健全化判断比率及び資金不足比率の算定基礎となる書類

は、法令等に従って正確に作成され、健全化判断比率及び資金不足比率、いずれも基準内であり、

適正であると認められます。 

 次に、認定第１号から認定第７号までの令和３年度壱岐市一般会計、各特別会計、財産に関す

る調書の決算認定資料の後に添付をされております各会計及び資金運用状況意見書の５１ページ

をお開きを願いたいと思います。 

 第６の審査意見でございます。審査に付された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明

細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び特定目的定額運用基金の運用状況は、法令

等に定められました内容に準拠し、決算数値に基づき作成され、適正に表示していると認められ

ます。 

 ただ、歳入歳出事項別明細書の歳入の欄で、還付未済金との記載があるものがあります。還付

未済金につきましては、自治法施行令第１６５条の７の８という事項で、収入済額に含まれて表

示しなさいという定めがありましたので、これに基づき、その分は収入に見込まれておりますが、

これによりまして還付未済金がその分だけ減少した表示になっておりますので、そのようにお目

通しを願いたいと思います。 

 それにつきましては、意見書の５ページへ還付未済金の発生内容を、（２）の収入未済額の状

況内容を記載しておりますので、お目通しを願えればと思います。 

 なお、次のとおり事務の執行管理につきまして改善を要する事項が見受けられましたので、整

理に努めていただきたいと思います。 

 １の財務に関する事務等の管理及び執行で、不適切な処置が見受けられましたので、内部統制

体制の整備に努める必要があります。これにつきましては、俗に言う内部牽制というのが主でご

ざいますが、口座振込先の相違、振込処理の遅延等が認められましたので、ここに述べておりま

す。 

 ２の不納欠損処理で、回収整理の対策が十分でないものが見受けられます。債務者の状況等を

十分調査し、整理対策の検討を行い、計画的に対処していく必要があります。これにつきまして

は、水道事業も含めまして自己破産者も含めまして破産者、倒産の場合の時期を得た対応がなさ

れていないという内容がありましたので、ここに載せております。 

 それから、前回も意見として述べていただきました債権の区分整理というような内容でござい

ますけれども、債権の分類ということで、例えば正常に入っているもの、それから例を申し上げ

ますと３か月以上徴収が延滞しているもの、それから長期にわたって延滞しているもの等の区分

を行いまして、その内容のリストをつくっていただきたいということで、監査の中で指摘してお
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ります。 

 まだ、これのリストを作って癩癩リストをまだ確かな証拠を見ておりませんので、ここに書か

れておりますけれども、そのリストをつくり、そのリスクが、危険度が高いものから整理対策を

取っていくほうがより適切な処理ができるんじゃないかということで、ここに挙げております。 

 ３番目に、未収債権は次のとおりであり、回収整理の迅速な取組の強化を図り、債権の保全及

び健全化に努める必要がありますということです。 

 財産に関する調書の中では、災害援護資金貸付金、高等学校奨学資金貸付金、これは特に先ほ

ども申しましたように長期の延滞となっております。 

 未収金につきましては、収入未済額が先ほど述べました還付金を除いておりますが全体では

１０億９,５６８万６,０００円という金額になっております。 

 次の５２ページをお開きを願いたいと思います。 

 財政面ではということで、少子高齢化、人口の減少等の社会情勢の中、壱岐市財政基盤確立計

画の策定、壱岐市公共施設等総合管理計画の見直し等がなされ、財政運営及び公共施設等につい

て、将来に向けた課題の取組が見受けられますが、この取組の成果を十分検証し、今後、市の市

政運営に努める必要があると思います。 

 以下、比率等につきましては、前回とそう変わっておりませんので、お目通しをいただければ

と思います。 

 後に、壱岐市水道事業会計の決算書でございますけれども、認定第８号の令和３年度壱岐市

水道事業会計欠損金の処理及び決算の認定についてという資料の後についております、壱岐市公

営企業会計決算審査意見書の１ページをお開きを願いたいと思います。 

 先ほどの第５の審査の結果のところですが、先ほどの説明がありました特別利益等の内容の関

係になりますが、財務状況はということで、下から４行目のところに書いております。 

 水道事業会計決算書及び決算附属書類のとおりであるが、当年度の純損失が７,４９４万円と

なっている。これは、現存する資産と固定資産台帳に登録されている資産との突合調査の結果、

固定資産台帳への登録漏れ、さらには登録済みの財産が除却の必要があるものの除却漏れが判明

したことによる特別利益、特別損失の計上を行った結果が欠損金にも反映されているという内容

でございます。 

 ３ページをお開き願いたいと思います。第６の審査意見でございます。 

 １、決算報告書及び決算附属書類は、法令等及び公営企業会計に定める会計の原則に従って適

正に表示しているものと認められます。 

 ２、欠損金処理計算書は、法令及び条例に従って作成していると認められます。 

 ３、水道料金の未収金につきましては、回収整理の取組が十分ではないので、回収整理の方策
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を具体的に策定し、計画的に実施する必要があります。これは、先ほど一般会計の中でも申し上

げた内容でございますが、特に休止中のものがあります。特に、これらについては入金がされて

いるのか、されていないのか。入った場合は、何月が 終の入金かという、先ほどのリスト等を

つくっていただいて、それに対応した対策を取り、進めていただく必要があるという内容でござ

います。 

 以上で、決算審査の報告を終わります。 

〔監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（豊坂 敏文君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、９月１２日月曜日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後１時51分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


